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船舶事故調査報告書 

 

                       令和６年１２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和５年５月２０日 ０４時４５分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 

 犬吠埼灯台から真方位０８５°９３.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°５０.０′ 東経１４２°４７.０′） 

事故の概要  漁船第八十八福徳
ふくとく

丸は、操業中、甲板員１人が海中に転落して死亡

した。 

事故調査の経過  令和５年７月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八十八福徳丸、１１９トン 

 １３４４０７、有限会社福徳水産（Ａ社） 

 ２９.７０ｍ（Lr）×５.６９ｍ×２.４８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７２０kＷ、平成８年１月 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 ４３歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２０年１月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和５年１月２５日 

  免状有効期間満了日 令和１０年２月１１日 
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漁労長 ４９歳 

 三級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 平成２０年５月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和４年１２月１４日 

  免状有効期間満了日 令和１０年５月２２日 

甲板員Ａ（インドネシア共和国籍） ２８歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、水温 約２１℃ 

常用薄明時刻：０３時５４分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長、漁労長及び甲板員Ａほか１６人（日本国籍８人、イ

ンドネシア共和国籍８人）が乗り組み、まぐろ一本釣り漁の目的で、

令和５年５月１９日宮城県気仙沼市気仙沼港を出港し、犬吠埼東南東

方沖約６０Ｍの漁場に向かった。 

 本船は、２０日０４時００分ごろ、犬吠埼東方沖約９０Ｍの海上で

探索を開始し、東方に約１０ノットの対地速力で航行していたとこ

ろ、びんちょうまぐろ
．．．．．．．．

の群れを発見した。 

漁労長は、機関を中立として、甲板員Ａほか乗組員を左舷船首甲板

上から左舷船尾甲板上にかけて配置に付け、甲板員Ａは船長と共に左

舷船首端付近で、２人で１組となり、２本の竿
さお

の先に１つの釣針を用

いる漁を開始した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事故時の甲板上の配置状況 

 

 甲板員Ａは、船長と共にびんちょうまぐろ
．．．．．．．．

１尾を釣り上げた際、び
．

んちょうまぐろ
．．．．．．．

が釣針を飲み込んで外れなかったので、甲板側に振り

※○印は乗組員
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返り、海に背を向けた中腰の状態で釣針を外そうとしていたところ、

０４時４５分ごろ、横波を受けた本船の動揺により、足下が狭い船縁
べり

で体勢を崩し、海中に転落した。（写真２、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 釣りの状況（再現）  写真３ 釣針を外す状況（再現） 

 

 甲板員Ａは、左隣で作業を行っていた乗組員から伸ばされた長さ約

３.２ｍの竿を掴
つか

んだものの握り続けることができず、その後、船長か

ら伸ばされた長さ約５ｍのカギ竿を掴んだものの握り続けることがで

きなかった。 

甲板員Ａは、その後、船首方向から本船の右舷側に流され、船首を

東方に向けた本船の約３０ｍ南方に離れた。 

 漁労長は、乗組員の様子を見て甲板員Ａが海中へ転落したことを知

り、甲板上から操舵室に向かい、本船と甲板員Ａが離れないよう操船

を行うとともに、付近で操業中の漁船に救助要請を行った。 

転落に気付いた甲板員２人は、船尾甲板上に設置されていた救命浮

環を携えて、甲板員Ａに向かって海中に飛び込んだが、たどり着くこ

とができず、甲板員Ａは、意識がなくなり、海面にうつ伏せの状態と

なった。 

また、別の甲板員は、救命浮環を携えて、甲板員Ａに向かって海中

に飛び込み、救命浮環に結んだロープは途中で解けたもののたどり着

くことができ、甲板員Ａを救命浮環の中に入れた。 

さらに、甲板員Ａは、ロープを携えた別の甲板員が、救命浮環に 

ロープをつなぎ、船上にいた乗組員でロープを引っ張り本船に寄せ

て、０５時００分ごろ操舵室前右舷側から本船に収容された。 

甲板員Ａは、乗組員によるＡＥＤでの心肺蘇生が試みられたものの

反応がなく、その後、約３時間、心臓マッサージ及び人工呼吸の応急

処置が行われたが、意識が戻らなかった。 

本船は、０５時０３分ごろ漁労長が本事故発生を海上保安庁に通報

した後、帰航を開始し、１７時２５分ごろ千葉県勝浦市勝浦港へ到着

した。 

甲板員Ａは、警察署へ搬送され、病院の医師により死亡が確認され

た。 

甲板員Ａ 

船長 
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甲板員Ａは、その後、大学の医師により、死因が短時間での溺水、

死亡推定時刻が０８時００ごろと検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  甲板員Ａは、平成２４年１２月に技能実習生として来日し、Ａ社で

３年間の技能実習を修了した後、特定技能の認定を受けて再び来日

し、令和４年３月から本船に乗船し、本事故時まで約１年間、操業時

には本船で釣りや漁獲物の管理等を担当していた。 

 甲板員Ａは、本事故時、ヘルメットをかぶり、カッパの上下を着

て、ゴム長靴を着用していたが、作業用救命衣を着用していなかっ

た。 

 船長及び漁労長は、ふだん白波が立った場合は操業を中止していた

が、本事故時、時化て本船に動揺はあったものの白波は立っておら

ず、また、周囲の漁船も操業しており、操業可能と判断した。 

 船長及び漁労長は、ふだん、荒天時には作業用救命衣を着用するよ

う乗組員に指導していたが、本事故時には着用するよう指示はしてい

なかった。 

 甲板員Ａは、泳ぐことができなかった。 

甲板員Ａは、健康状態に異常はなく、本事故時、体調不良を訴えて

いなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 甲板員Ａの死因は、短時間での溺水であった。 

 甲板員Ａは、本船が犬吠埼東方沖において操業中、作業用救命衣を

着用せず、左舷船首端付近の甲板上で、海に背を向け中腰の状態で漁

獲物から釣針を外す作業を行っていた際、同甲板上から海中に転落し

て溺水したものと推定される。 

 甲板員Ａは、海に背を向けた中腰の状態で漁獲物から釣針を外そう

としていたところ、本船が横波を受け船体が動揺したことにより、足

下が狭い船縁で体勢を崩したことから、海中に転落したものと考えら

れる。 

 船長及び漁労長は、本事故時、荒天ではなかったことから、乗組員

に作業用救命衣の着用を指示していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、犬吠埼東方沖において操業中、甲板員Ａが、作

業用救命衣を着用せず、左舷船首端付近の甲板上で、海に背を向け中

腰の状態で漁獲物から釣針を外す作業を行っていた際、本船が横波を

受け船体が動揺したことにより、足下が狭い船縁で体勢を崩したた

め、同甲板上から海中に転落して溺水したことにより発生したものと

考えられる。 
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再発防止策  Ａ社は、本事故後、乗組員に対し、甲板上での作業用救命衣の着用

及び救命浮環の投下方法の指導を徹底すること等を確認した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁業に従事する会社は、所属漁船の操業中における海中転落等の

事故防止に係る安全教育を徹底すること。 

 ・船長は、甲板上で漁労作業に当たる乗組員に作業用救命衣の着用

を励行させること。 

 ・落水者があった場合、乗組員は直ちに船長や操船者に知らせ、船

長等は直ちに救助操船を行うこと。 

 ・船長は、乗組員が主に作業する場所付近に救命浮環を設置するこ

とが望ましい。 

 ・船長は、救命浮環を使用する際、救命浮環に結んだロープが外れ

ないよう確実に結んだ上で投下するなど、適切な投下方法を乗組

員に指導すること。 

 ・船舶所有者は、乗組員に船縁付近など海中転落の可能性が高い甲

板上で漁労作業を行わせる場合、作業用救命衣を着用させるとと

もに、命綱又は安全ベルトを併用させることが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

勝浦港 

犬吠埼灯台 

事故発生場所 
（令和５年５月２０日 
０４時４５分ごろ発生） 


